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(57)【要約】
ＬＥＤパネル（２）を支持するためのモジュラーサポー
トフレーム（１）が多くのフレームモジュール（３）を
含み、少なくとも１つのフレームモジュール（３）は、
ＬＥＤパネル（２）を支持するように形成され、所定の
長さの少なくとも１つの縦のロッド（４、５）を含み、
縦のロッド（４、５）は、少なくとも部分的に２重壁で
あるモジュラーサポートフレーム（１）、およびそのよ
うなサポートフレーム（１）を含むＬＥＤウォール（２
６）。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤパネル（２）を支持するためのモジュラーサポートフレーム（１）が多くのフレ
ームモジュール（３）を含み、
　少なくとも１つのフレームモジュール（３）は、ＬＥＤパネル（２）を支持するように
形成され、所定の長さの少なくとも１つの縦のロッド（４、５）を含み、
　縦のロッド（４、５）は、少なくとも部分的に２重壁であることを特徴とするサポート
フレーム（１）。
【請求項２】
　縦のロッド（４、５）は内部チューブ（１０）を含み、さらに内部チューブ（１０）の
周囲に配置された少なくとも１つの外部チューブ（１１）を含むことを特徴とする請求項
１に記載のサポートフレーム（１）。
【請求項３】
　外部チューブ（１１）は、ピン（１３）の手段により、内部チューブ（１０）にピン留
めされることを特徴とする請求項２に記載のサポートフレーム（１）。
【請求項４】
　縦のロッド（４）を含むフレームモジュール（３）は、少なくとも部分的に２樹壁であ
り、ＬＥＤパネル（２）を支持するための第１の縦のロッドから中間の距離で配置される
第２の縦のロッド（５）を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のサポー
トフレーム（１）。
【請求項５】
　縦のロッド（４、５）を含むフレームモジュール（３）は、
　第１の縦のロッド（４）に対して旋回可能に取り付け可能または取り付けられた少なく
とも１つの第１のクロスバー（７）、
　第２の縦のロッド（５）に対して旋回可能に取り付け可能または取り付けられた少なく
とも１つの第２のクロスバー（８）、および、
　第１のクロスバー（７）に対して旋回可能に取り付けられまたは取り付け可能で、第２
のクロスバー（８）に対して旋回可能に取り付けられまたは取り付け可能な第３の縦のロ
ッド（６）、を含むことを特徴とする請求項４に記載のサポートフレーム（１）。
【請求項６】
　縦のロッド（４、５、６）とクロスバー（７、８）を含むフレームモジュール（３）に
加えて、
　フレームモジュール（３）の少なくとも１つの第２のフレームモジュール（３）が、Ｌ
ＥＤパネル（２）を支持するように形成され、
　この第２のフレームモジュール（３）は、
　第１の縦のロッド（４）、第２の縦のロッド（５）、および第３の縦のロッド（６）を
含み、
　この第２のフレームモジュール（３）の第１の縦のロッド（４）に旋回可能に取り付け
可能または取り付けられ、このフレームモジュール（３）の第３の縦のロッド（６）に旋
回可能に取り付け可能または取り付けられた少なくとも１つの第１のクロスバー（７）を
含み、さらに、
　この先のフレームモジュール（３）が第２のフレームモジュール（３）と隣り合って配
置された場合に、この第２のフレームモジュール（３）の第２の縦のロッド（５）に旋回
可能に取り付け可能なまたは取り付けられ、および縦のロッド（４、５、６）とクロスバ
ー（７、８）を含む先のフレームモジュール（３）の第３の縦のロッド（６）に旋回可能
に取り付け可能な少なくとも１つの第２のクロスバー（８）を含むことを特徴とする請求
項５に記載のサポートフレーム（１）。
【請求項７】
　クロスバー（７）への全ての取り付け位置において、第１の縦のロッド（４）は締め付
け（１６）を含むことを特徴とする請求項５に記載のサポートフレーム（１）。
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【請求項８】
　クロスバー（７）への全ての取り付け位置において、第１の縦のロッド（４）は１重壁
であることを特徴とする請求項７に記載のサポートフレーム（１）。
【請求項９】
　クロスバー（７）への全ての取り付け位置において、クロスバー（７）を第１の縦のロ
ッド（４）に取り付けるために、接続部材（１２）が、第１の縦のロッド（４）の内部チ
ューブ（１０）の周囲に配置されることを特徴とする請求項２および８のいずれかに記載
のサポートフレーム（１）。
【請求項１０】
　接続部材（１２）の手段により、それぞれの外部チューブ（１１）が内部チューブ（１
０）に取り付けられることを特徴とする請求項９に記載のサポートフレーム（１）。
【請求項１１】
　それぞれのフレームモジュール（３）は、多くの第１のクロスバー（７）を含み、
　それらの第１のクロスバー（７）は、このフレームモジュール（３）の第１の縦のロッ
ド（４）および第３の縦のロッド（３）と共に、はしごを形成するような中間の距離を隔
てて配置されることを特徴とする請求項５～１０のいずれかに記載のサポートフレーム（
１）。
【請求項１２】
　フレームモジュール（３）の多くのフレームモジュール（３）は、少なくとも１つの縦
のロッド（４、５、６）を含み、異なるフレームモジュール（３）の縦のロッド（４、５
、６）は、隣のパネルを接続するために互いに接続可能であることを特徴とする請求項１
～１１のいずれかに記載のサポートフレーム（１）。
【請求項１３】
　ロッド（４、５、６、７、８）の少なくとも一部は、アルミニウムまたはカーボンファ
イバを含む合成物から形成されることを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載のサ
ポートフレーム（１）。
【請求項１４】
　それぞれのフレームモジュール（３）は、第１の取り付け手段（２４）と第２の取り付
け手段（２５）を含み、
　第１のフレームモジュール（３）の第１の取り付け手段（２４）は、第２の隣り合った
フレームモジュール（３）の第２の取り付け手段（２５）に調整可能に取り付け可能であ
り、
　第１のフレームモジュール（３）と第２のフレームモジュール（３）は、それらの取り
付け手段（２４、２５）により、互いに対して異なる角度で相互に接続可能であることを
特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載のサポートフレーム（１）。
【請求項１５】
　サポートフレーム（１）と多くのＬＥＤパネル（２）とを含むＬＥＤウォール（２６）
であって、
　サポートフレーム（１）は、請求項１～１４のいずれかに記載のサポートフレーム（１
）であることを特徴とするＬＥＤウォール（２６）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多くのフレームモジュールを含むＬＥＤパネル支持用のモジュラーサポート
フレームに関し、少なくとも１つのフレームモジュールはＬＥＤパネルを支持するように
形成され、少なくとも１つの固定された長さの縦のロッドを含む。加えて、本発明は、そ
のようなサポートフレームを含むＬＥＤウォールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明が関連するサポートフレームは、一般に、例えばフェスティバルのようなイベン
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ト中に、例えばＬＥＤウォールの形で、ＬＥＤパネルを一時的に立てるために使用される
。ＬＥＤパネルおよび／または他のパネルおよび／または照明および／または電子器機等
は、そのようなイベントの装飾として、サポートフレームに取り付けられる。
【０００３】
　この目的のために、そのようなサモジュラーポートフレームは、一方で、輸送の観点か
ら軽量で、素早く立てられなければならない。他方で、通常の負荷を吸収するために、十
分に強くなければならない。外部の環境の中にそれらが配置された場合、そのようなフレ
ームは、特に風の負荷を吸収できなければならない。
【０００４】
　この強度を確実にするために、縦のロッドは一定の長さで形成される。一定の長さの縦
のロッドは、この縦のロッドは入れ子式ではなく、それゆえに引っ込めや拡張ができない
ことを意味するものと理解される。明らかに、この長さは、負荷または天候状態（温度変
化）を考慮して変えても良い。
【０００５】
　そのようなモジュラーサポートフレームの例が、例えばＣＮ２０６２２１９２７Ｕに開
示されている。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の目的は、このフレームおよびそれを用いて立てたウォールの剛性を大きくでき
る手段により、同じ寸法で、かつこれ達成するためにフレームが十分に重くなること無く
、そのようなモジュラーサポートフレームを提供することである。
【０００７】
　この目的は、ＬＥＤパネルを支持するためのモジュラーサポートフレームを提供するこ
とにより達成され、このモジュラーサポートフレームは、多くのフレームモジュールを含
み、少なくとも１つのフレームモジュールは、ＬＥＤパネルを支持するように形成され、
少なくとも部分的に２重壁の所定の長さの少なくとも１つの縦のロッドを含む。
【０００８】
　そのような縦のロッドを少なくとも部分的に２重壁にすることにより、同じ長さのその
ようなサポートフレームで、負荷がかかった場合に、このフレームの曲がりをより少なく
することが可能である。そのような２重壁の縦のロッドを用いない同様のサポートフレー
ムより高い構造的剛性が達成される。
【０００９】
　縦のロッドの内壁は、構造的な引っ張り要素として提供され、それゆえに安全の観点で
、縦のロッドの最も重要な構造的要素である。この内壁は、縦のロッドの外壁により、追
加的に保護される。この結果、外部の衝撃は、内壁にたやすく損傷を与えない。
【００１０】
　そのような２重壁の縦のロッドの壁は、必要な強度を保証できるように、互いに固定さ
れて配置される。この目標のために、縦のロッドは、特に、内部チューブを含んでも良く
、この内部チューブの周囲に配置される少なくとも１つの外部チューブを含んでも良い。
好適には、これらのチューブはこの場合は円柱状である。しかしながら、それらは、多角
形の断面のような、円形の断面とは異なる断面を有しても良い。
【００１１】
　そのような外部チューブは、そのような内部チューブの周囲に異なる方法で配置されて
も良い。例えば、環状の、円筒形の、またはらせん状の中間部品が、双方のチューブの間
に配置することも可能である。双方のチューブは、例えば、同じ末端部品に接続されても
良い。内部チューブの周囲に接続部品を配置し、それに外部チューブが取り付けられるこ
とも可能である。
【００１２】
　好適には、外部チューブは、内部チューブに固定される。特に、外部チューブは、この
目的のために、例えばピンの手段により、内部チューブにピン留めされても良い。代わり
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に、双方のチューブは、例えば押し出し加工の手段により同時に形成され、実質的に２重
壁のロッドを形成しても良い。
【００１３】
　縦のロッドを含むフレームモジュールは、好適には少なくとも部分的に２重壁であり、
ＬＥＤパネルを支持するために、第１の縦のロッドから中間の距離に配置された第２の縦
のロッドを含む。この場合、それらの縦のロッドは、好適には、そのようなパネルの裏側
に取り付け可能である。
【００１４】
　それらの縦のロッドは、好適には、例えばクロスビームにより互いに接続される。それ
らのクロスビームは、実質的にロッド形状であるが、例えば実質的に板状および／または
例えば格子げたの形状でも良い。
【００１５】
　縦のロッドおよびクロスビームは、実質的に同じ平面内に延びても良く、この場合は例
えば一緒にフレームを形成する。それらの縦のロッドおよびクロスビームは、また、格子
の一部を形成しても良い。そのような格子は、追加のクロスバーと縦のロッドを含み、上
述の縦のロッドおよびクロスビームと一緒に、３次元構造を形成するように組み立てられ
ても良い。
【００１６】
　第１の縦のロッドと第２の縦のロッドとを含むフレームモジュールは、好適には、第１
の縦のロッドに対して旋回可能に取り付け可能または取り付けられた少なくとも１つの第
１のクロスバー、第２の縦のロッドに対して旋回可能に取り付け可能または取り付けられ
た少なくとも１つの第２のクロスバー、および第１のクロスバーに対して旋回可能に取り
付けられまたは取り付け可能で、第２のクロスバーに対して旋回可能に取り付けられまた
は取り付け可能な第３の縦のロッド、を含む。
【００１７】
　クロスバーおよび縦のロッドを旋回可能に取り付け可能にすることにより、折り畳み可
能な構造の提供が可能となる。この場合、ロッドは、好ましくは、少なくともこの目的の
ためによく考慮された取り付けポイントにおいて、取り外しできるように取り付け可能で
ある。フレームモジュールは、移動のために折り畳まれても良い。その手段で壁を立てる
ために、フレームモジュールは折り畳み式でも良く、この場合、３次元構造を形成するた
めに、クロスバーはそれぞれの縦のロッドに取りつけられる。据え付けられた位置では、
第３の縦のロッドは、第１の縦のロッド、第２の縦のロッド、および例えばフレームモジ
ュールに取り付けられたパネルから、中間の距離に配置される。
【００１８】
　更なる好適な具体例は、縦のロッドとクロスバーを含むフレームモジュールに加えて、
フレームモジュールの少なくとも１つの第２のフレームモジュールが、ＬＥＤパネルを支
持するように形成され、この第２のフレームモジュールは、第１の縦のロッド、第２の縦
のロッド、および第３の縦のロッドを含み、この第２のフレームモジュールの第１の縦の
ロッドに旋回可能に取り付け可能または取り付けられ、このフレームモジュールの第３の
縦のロッドに旋回可能に取り付け可能または取り付けられた少なくとも１つの第１のクロ
スバーを含み、さらに、この先のフレームモジュールが第２のフレームモジュールと隣り
合って配置された場合に、第２のフレームモジュールの第２の縦のロッドに旋回可能に取
り付け可能なまたは取り付けられて、および縦のロッドとクロスバーを含む先のフレーム
モジュールの第３の縦のロッドに旋回可能に取り付け可能な少なくとも１つの第２のクロ
スバーを含む。
【００１９】
　特に好適な具体例では、それぞれのクロスバーへの取り付け位置において、第１の縦の
ロッドは、クロスバーを取り付けるために締め付けを含み、第１の縦のロッドは、好適に
は、この締め付けの位置で、１重壁である。好適には、第２の縦のロッドの締め付けも類
似である。好適には、任意の第３の縦のロッドの締め付けも類似である。
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【００２０】
　クロスバーへの１つまたは多くの取り付けに加えて、第１の縦のロッドは、好適には２
重壁部分を含み、クロスバーはそれらの取り付け位置において１重壁になる。
【００２１】
　内部チューブおよび外部チューブを含む縦のロッドを含む縦のロッドでは、内部チュー
ブは縦のロッドの全長をこえて延び、一方、様々な外部チューブは、この内部チューブの
周囲およびクロスバーを取り付けない内部チューブの一部の周囲に配置される。
【００２２】
　内部チューブと少なくとも１つの外部チューブとを備えた第１の縦のロッドを含む具体
例では、締め付けの位置で、クロスバーへのそれぞれの取り付け位置で、接続部材は、こ
のクロスバーをこの第１の縦のロッドに取り付けるために、第１の縦のロッドの内部チュ
ーブの周囲に配置されるのが好ましい。第１の縦のロッドのそれぞれの外部チューブは、
接続部材と同じ手段により、内部チューブに取り付けられる。
【００２３】
　好適には、それぞれの第２の縦のロッドは、また、同様の方法で組み立てられる。それ
ぞれの第３の縦のロッドも、また、同様の方法で組み立てられる。
【００２４】
　そのような第１のクロスバーを備えた本発明にかかるフレームモジュールの第１のクロ
スバーは、第１の縦のロッドおよび第３の縦のロッドと共に、はしごを形成するような中
間の距離を隔てるように配置されるのが好ましい。
【００２５】
　好適には、フレームモジュールの多くのフレームモジュールは、少なくとも１つの縦の
ロッドを含み、異なるフレームモジュールの縦のロッドは、隣り合ったフレームモジュー
ルを相互に接続するために、それぞれ互いに接続可能である。互いに接続可能になるよう
に第１の縦のロッドを形成し、および／または互いに接続可能になるように第２の縦のロ
ッドを形成し、および／または互いに接続可能になるように第３の縦のロッドを形成する
ことが可能である。隣り合ったフレームモジュールの縦のロッドを互いに接続することに
より、それらのフレームモジュールは、強い構造を形成するために組み立てることができ
る。接続後に、接続された縦のロッドが、互いに沿って延びるのが好ましい。
【００２６】
　この場合、それらの縦のロッドは、異なる方法で互いに接続しても良い。縦のロッドは
、例えば、類似の縦のロッドの間でピン－ホール接続を形成するために、第１の端部にピ
ンを備え、第２の端部にホールを備えても良い。
【００２７】
　代わりに、縦のロッドは、例えば、類似の縦のロッドの間でねじ接続を形成するために
、第１の端部に外部のねじ山を備え、第２の端部に対応する外部のねじ山を備えた固定ス
リーブを備えても良い。
【００２８】
　本発明にかかるサポートフレームのロッドは、金属またはプラスチックのような、適し
た材料から形成されても良い。好適には、それらのロッドの少なくとも一部は、サポート
フレームを特に軽量にするために、アルミニウムまたはカーボンファイバを含む合成物か
ら形成される。
【００２９】
　本発明にかかるサポートフレームのそれぞれのフレームモジュールは、第１の取り付け
手段と第２の取り付け手段とを含み、第１のフレームモジュールの第１の取り付け手段は
、第２の隣り合ったフレームモジュールの第２の取り付け手段に調整可能に取り付け可能
であり、第１のフレームモジュールと第２のフレームモジュールは、それらの取り付け手
段により互いに対して異なる角度で相互に接続可能である。
【００３０】
　そのような取り付け手段の例は、例えば、ＣＮ１０４２９９５２７Ａ、ＣＮ２０４９９
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１０１９Ｕ、およびＣＮ２０３４８２５４２Ｕから知ることができる。
【００３１】
　そのような取り付け手段により、凸状または凹状の壁を共に形成するように、サポート
フレームの相互接続が可能となる。そこ取り付けられたＬＥＤパネルは、凸状または凹状
のＬＥＤ壁を共に形成する。
【００３２】
　本発明の目的は、さらにまた、本発明にかかる上述のサポートフレームとこのサポート
フレームに取り付けられた多くのＬＥＤパネルを含む、ＬＥＤパネルを提供することによ
り達成される。
【００３３】
　本発明にかかるいくつかの好適なサポートフレームの以下における詳細な記載の手段に
より、本発明はより詳細に説明されるであろう。この記載の単独の目的は、実例となる例
を与え、本発明のさらなる長所および特徴を示すことであり、これにより発明の出願また
は請求の範囲で規定された特許権の範囲を限定するものとして解釈すべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　本詳細な記載において、参照番号は、添付の図面を参照して使用される。
【００３５】
【図１】本発明にかかるＬＥＤウォールを、背後に配置されたサポートフレームから見た
遠近法により示す。
【図２】本発明にかかるサポートフレームのフレームモジュールを、分離された正面図で
示す。
【図３】本発明にかかるサポートフレームの縦のロッドの一部を、より詳細に断面図で示
す。
【図４】図１のサポートフレームのフレームモジュールを、分離した側面図で示す。
【図５】図１のサポートフレームのフレームモジュールを、分離した上面図で示す。
【図６】図１のサポートフレームの多くのフレームモジュールが、第１の方法で相互に接
続できる場合の上面図を示す。
【図７】図１のサポートフレームの多くのフレームモジュールが、第２の方法で相互に接
続できる場合の上面図を示す。
【図８】本発明にかかるサポートフレームの２つのフレームモジュールを相互に接続する
ための取り付け手段の斜視図を示す。
【図９】図８の取り付け手段により２つのフレームモジュールが凸状に相互接続できる場
合の上面図である。
【図１０】図８の取り付け手段により２つのフレームモジュールが凹状に相互接続できる
場合の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図示されたサポートフレーム（１）は、ＬＥＤパネル（２）を支持するためにそれぞれ
形成された多くのフレームモジュール（３）を含む。図１において、そのようなフレーム
モジュール（３）はサポートフレーム（１）を形成するために組み立てられ、ＬＥＤパネ
ル（２）がそこに取り付けられて、共にＬＥＤウォール（２６）を形成する。代わりにま
たは追加で、他のパネルおよび／または照明および／または電子器機等がそれらのフレー
ムモジュール（３）に取り付けられても良い。それらのフレームモジュール（３）は、空
のままでも良く、壁を形成するためにそのように組み立てられても良い。
【００３７】
　それぞれの図示されたフレームモジュール（３）は、第１の縦のロッド（４）と第２の
縦のロッド（５）を含み、これらは上部と底部でクロスビーム（９）に取り付けられ、そ
れらと共にフレームを形成する。上部のクロスビーム（９）と底部のクロスビーム（９）
は、実質的に板状の格子として形成される。この上部のクロスビーム（９）とこの底部の
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クロスビーム（９）の間で、２つの追加のクロスビーム（２３）が、第１の縦のロッド（
４）と第２の縦のロッド（５）に取り付けられる。一方で、サポートフレーム（１）を対
応するＬＥＤパネル（２）に取り付けるための取り付け手段を用いて、他方で、横方向の
相互にフレームモジュール（３）を接続するための取り付け手段（２４、２５）を用いて
、それらの中間のクロスビーム（２３）が形成される。これについては更に後述する。
【００３８】
　第１の縦のロッド（４）と第２の縦のロッド（５）は、２重壁である。示された具体例
では、それらの縦のロッド（４、５）は、この目的にために、この縦のロッド（４、５）
の長さに沿って実質的に延びる内部チューブ（１０）を含む。多くの接続部材（１２）は
、この内部チューブ（１０）の上に配置される。それらの接続部材（１２）の手段により
、それぞれの縦のロッド（４、５）の多くの外部チューブ（１１）は、この縦のロッド（
４、５）の内部チューブ（１０）の周囲に取り付けられる。円筒形のベース本体の端部で
、それらのこの端部への接続部材（１２）は、それらのフランジ（２１）に対して持ち上
げられる横向きのフランジ（２１）とエッジ（２２）を含む。図３に示すように、この持
ち上げられたエッジ（２２）は、それぞれの外部チューブ（１１）に対してぴったり合わ
され、外部チューブ（１１）は横向きのフランジ（２１）に接触する。図２、４から分か
るように、縦のロッド（４、５）の端部で、外部チューブ（１１）は、ピン（１３）の手
段により、内部チューブ（１０）にピン留めされる。
【００３９】
　内部チューブ（１０）と外部チューブ（１１）は、例えば、アルミニウムまたはカーボ
ンファイバを含む合成物から形成されても良い。接続部材（１２）は、例えば、プラスチ
ックから形成されても良い。
【００４０】
　第１の縦のロッド（４）、第２の縦のロッド（５）、およびクロスビーム（９、２３）
は、そのようにフレームモジュール（３）を形成しても良い。しかしながら、加えて、フ
レームモジュール（３）は、追加のロッド（６、７、８）のような、追加の要素を含んで
も良い。このように、図１、４～７に示すように、フレームモジュール（３）は、３次元
の格子形状の構造を形成するように作製される。
【００４１】
　接続部材（１２）は、第１の縦のロッド（４）と第２の縦のロッド（５）の中に狭い部
分（１６）を形成する。第１の縦のロッド（４）の接続部材（１２）の周囲に、固定クラ
ンプ（１４）が配置され、この手段により、第１のクロスバー（７）が旋回可能なように
第１の縦のロッド（４）に取り付けられる。それらの第１のクロスバー（７）の他端では
、第２の固定クランプ（１４）が、同様の第３の縦のロッド（６）の接続部材（１２）の
周囲にも配置され、それらの第１のクロスバー（７）をこの第３の縦のロッド（６）に旋
回可能に取り付ける。この場合、第１のクロスバー（７）は、図４の示すように、第１の
縦のロッド（４）と第３の縦のロッド（６）と共にはしごを形成するように、中間の距離
だけ離れて配置される。それらの手段により立つサポートフレーム（１）は、このはしご
の手段で固定できる。
【００４２】
　同様に、固定クランプ（１４）は第２の縦のロッド（５）の接続部材（１２）の周囲に
配置され、その手段により第２のクロスバー（８）が、第２の縦のロッド（５）の上に旋
回可能に配置される。他端において、開いた第２の固定クランプ（１５）がそれらの第２
のクロスバー（８）の上に配置され、これは第３の縦のロッド（６）の接続部材（１２）
の周囲にカチッと取り付けられ、取り外し可能なように、旋回可能に、第２のクロスバー
（８）を第３の縦のロッド（６）に取り付ける。
【００４３】
　もし、第２のクロスバー（８）の上の第２の固定クランプ（１５）が離れた場合、クロ
スバー（７、８）および第３の縦のロッド（６）は、第１の縦のロッド（４、５）および
クロスビーム（９、２３）に向かって折り畳まれて、フレームモジュール（３）は、コン
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よび第３の縦のロッド（６）が、第１の縦のロッド（４、５）およびクロスビーム（９、
２３）から離れて折り畳まれて、３次元の構造を形成する。第２のクロスバー（８）の上
の第２の固定クランプ（１５）は、図５、６に示すように、同じフレームモジュール（３
）の第３の縦のロッド（６）にカチッと接続され、または図７に示すように、隣のフレー
ムモジュール（３）の第３の縦のロッド（６）にカチッと接続されても良い。
【００４４】
　異なるフレームモジュール（３）を含むウォールを立てるために、それぞれの縦のロッ
ド（４、５、６）は、互いに接続可能に形成され、様々なそのようなフレームモジュール
（３）が、上下に取り付け可能となる。この目的のために、第１の縦のロッド（４）と第
２の縦のロッド（５）は、それらの上側のピン（１９）と、その底側の対応するホール（
２０）とを備える。それらの縦のロッド（４、５）のピン（１９）は、対応する縦のロッ
ド（４、５）のホール中に適合し、それらの縦のロッド（４、５）を上下に取り付ける。
【００４５】
　底部では、第３の縦のロッド（６）が、外部のねじ山（１７）を備える。上側では、対
応する内部のねじ山（１８）を有する固定スリーブ（１８）が提供される。第３の縦のロ
ッド（６）の固定スリーブ（１８）は、このように、後者の上に配置された第３の縦のロ
ッド（６）の対応するねじ山（１７）の上にねじ回転して、それらの第３の縦のロッド（
６）を上下に取り付けても良い。
【００４６】
　それらの縦のロッド（４、５、６）の手段により、図１に示すように、サポートフレー
ム（１）は、表面の上に広がる。アセンブリを持ち上げられるように、ケーブルが上部フ
レームモジュール（３）のクロスビーム（９）に取り付けられても良い。
【００４７】
　ウォールを立てるための、横方向の相互に接続できるような方法で様々なフレームモジ
ュール（３）を形成するために、それぞれのフレームモジュール（３）は、第１の横側の
上の第１の取り付け手段（２４）と、第２の横側の上の第２の取り付け手段（２５）を含
んでも良い。図８～１０に示すように、それらの取り付け手段（２４、２５）の手段によ
り互いに異なる角度で、第１のフレームモジュール（３）と第２のフレームモジュール（
３）が互いに接続される方法で、第１のフレームモジュール（３）の第１の取り付け手段
（２４）は、第２のフレームモジュール（３）の取り付け手段（２５）に、調整可能に取
り付け可能である。
【００４８】
　フレームの１ｍ２あたり１０ｋｇより少なく、３０メートルの高さまでのウォールが、
図１に示すフレームモジュール（３）を用いて、室内および屋外の双方に立てることがで
きる。
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